
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十八条第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める精神障害及び程度
の一部を改正する件について（概要）

１．改正の趣旨
○ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号。以下「法」という。）第18条第１項の規定により、精神保

健指定医（以下「指定医」という。）の指定を受けようとする者は、同項第３号に規定する厚生労働大臣が定める精神障害につき
厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験（以下「経験」という。）を有することが必要であるとされている。

○ 近年の精神医療の現状を踏まえ、また、指定医の資質確保の観点から、当該精神障害及び程度について見直しを行うもの。

２．改正の内容
(1) 法第18条第１項３号に規定する「精神障害及び程度」を、医療現場で定着している国際疾病分類第10版に準ずる分類に見直

すとともに、各項目につき１例以上とする。（次ページ参照）
(2) 指定医の指定の要件として求めている経験について、

① 指定医の判断による非自発的入院に関する経験を積むよう、措置入院者又は医療保護入院者に係る経験に限ることとし、
各経験についていずれも１例以上含むこととする。

② 非自発的入院の必要性の判定に関する経験を積むよう、医療保護入院者の入院時から担当し、かつ、入院時の指定医の
診察に立ち会った経験を１例以上含むこととする。

③ 精神科実務経験期間中に偏りなく経験を積むよう、申請前１年以内の経験を１例以上、申請をした日の１年前の日より前か
つ申請前７年以内の経験を２例以上含むこととする。ただし、申請前１年以内の経験については、やむを得ない理由により申
請前１年以内に診療又は治療に従事できない期間があると認められる場合は、この限りでない。

④ 児童に係る症例に対する診断又は治療を経験するよう、18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある者に係る経
験を１例以上含むことが望ましいこととする。

⑤ 地域移行の取組を評価する観点から、非自発的入院から任意入院へ切り替えた症例及び退院後支援を行った外来症例に
関する経験をそれぞれ１例以上含むことが望ましいこととする。

(3) その他所要の改正を行う。

３．根拠条文
法第18条第１項第３号

４．適用期日
適用期日：平成31年（2019）７月１日

※ 平成34年（2022）６月30日までに指定の申請をした者に係る(2)①（措置入院者に係る部分に限る。）から③（申請前７年以内の
経験の部分を除く。）の要件については、満たすことが望ましいものとして取り扱う。

告示改正の概要告示改正の概要



見直し前 見直し後

統合失調症圏、躁うつ病圏、中毒性精神障害（依存症に係るものに限る。）、
児童・思春期精神障害、症状性若しくは器質性精神障害（老年期認知症を除く
。）又は老年期認知症のいずれか

症状性を含む器質性精神障害

統合失調症圏 精神作用物質使用による精神及び行動の障害（依存症に係るものに限る。）

躁うつ病圏 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害

中毒性精神障害（依存症に係るものに限る。） 気分（感情）障害

児童・思春期精神障害

次の各号に掲げる精神障害のうちいずれか
一 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害
二 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
三 成人の人格及び行動の障害
四 知的障害（精神遅滞）
五 心理的発達の障害
六 小児（児童）期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害

症状性又は器質性精神障害（老年期認知症を除く。） （削る）

老年期認知症 （削る）

【見直し後】

5分野 5症例
措置入院
1例以上

医療保護入院
１例以上

Ｆ０（老年期認知症、症状性
又は器質性精神障害等）
1例以上

◯ ◯

Ｆ１（中毒性精神障害等）
1例以上

◯ ◯

Ｆ２（統合失調症等）
1例以上

◯ ◯

Ｆ３（躁うつ病等）
1例以上

◯ ◯

Ｆ４～９
1例以上

◯ ◯

５症例【見直し前】

6分野 8症例
医療観察法
による入院

措置
入院

医療保
護入院

任意
入院

統合失調症圏 2例以上 ◯ ◯ ◯

躁うつ病圏 1例以上 ◯ ◯ ◯

中毒性精神障害
1例以上

◯ ◯ ◯

児童・思春期精神障
害 1例以上

◯ ◯ ◯ ◯

症状性又は器質性精
神障害 1例以上

◯ ◯ ◯

老年期認知症
1例以上

◯ ◯ ◯

上記のいずれかの症
例 1例以上

◯ ◯


